
人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援）

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関は、診療体制の変更等に
よる職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、経営状況が厳しい医療機関に対して入院医療を継続してもらうことを目的
に支援を行う。

事業目的

患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援

（概要） 医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関を対象とした経費相当分の給付金を支給する。

（交付額） 病院（一般病床・療養病床・精神病床）・有床診：4,104千円／床

事業概要

厚生労働省 都道府県 医療機関

支給対象

（支給対象）（※1）
・予算成立日（令和６年12月17日）以降、令和７年９月末までに
病床数を削減

・令和７年９月末時点で、廃院をしていないこと（※2）
（※1）令和７年度への繰越しが認められた場合 調整中
（※2）地域医療構想に基づく再編統合は除く

（算定除外）
・産科・小児科病床の削減
・同一開設者による病床融通
・事業譲渡による削減
・病床種別の変更によるもの（病床数の減を伴わないもの）
・特例病床により増床した病床の削減
・既存病床の算定から除外される病床の削減

※提出のあった事業計画を踏まえて、予算の範囲内で国から都道府県に配分を行う

①事業計画提出

④交付申請提出
交付決定

②事業計画提出

③内示

⑤内示（支給決定通知）

⑥支給申請書提出
給付金支給⑦実績報告

交付額確定
１



医療機関から報告いただく事業計画の回答期限と回答項目

＜回答項目＞

留意事項報告事項報告事項

赤字の場合は「赤字額をマイナスで記載」、
黒字の場合は「－」

令和４年度決算において経常収支が赤字の場合

経営状況に関するもの

赤字の場合は「赤字額をマイナスで記載」、
黒字の場合は「－」

令和５年度決算において経常収支が赤字の場合

赤字の場合は「赤字額をマイナスで記載」、黒
字の場合は「－」

令和６年度決算見込において経常収支が赤字の場合

国・地方自治体から経営支援を目的とした他
の補助金等で措置されている（見込み）額

他の補助金等での収入額

単独支援給付金支給事業を活用した病床の場
合は「〇」

調整会議での合意の有無

地域医療構想に関するもの
所在の構想区域構想区域名

令和6年度病床機能報告のもの病床・外来管理番号

実施予定日を記載削減予定日（実施済含む）

病床に関するもの

病床別の削減前の許可病床数削減前の許可病床数

病床別の削減後の許可病床数削減後の許可病床数

削減する病床数のうち稼働病床数減少病床数（うち稼働病床数）

削減前の直近３月の状況を記載病床稼働率（医療機関全体の状況）

＜回答項目＞
・医療機関から都道府県の回答について、各都道府県より示される回答期日までに報告をいただくようお願いする。
・その回答期日について、都道府県毎に異なるものの、都道府県から厚生労働省への回答を令和７年３月18日（火）
までの報告をお願いしていることから、３月10日の週に都道府県宛に報告できるよう余裕をもって対応をお願いした
い。

※事業計画の提出がない場合は本事業の給付対象外となります。
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支給までのスケジュール（案）※都道府県によって事業開始時期は異なります。

医療機関都道府県厚生労働省年月

2月

3月

4月

5月

6月～

事業計画提出依頼 事業計画提出依頼

事業計画の提出（～3/14〆）

国・都道府県間で調整

内示（～4/7週目安）

内示（支給決定通知）

順次医療機関へ支給

支給準備

支給申請

※令和７年9月末
までに削減実施

交付申請※

交付決定

事業計画の提出（～3/18）

※交付申請以降は、都道府県毎に予算措置の状況が異なることから、予算措置がある都道府県から実施していく。 3
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事業計画の提出における主なＱ＆Ａ

回答質問

本事業は医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対して
診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じる中、入院
医療を継続してもらうために支援を行うもの。本事業の趣旨も踏まえ、予算の範囲
内で支給の調整を行う予定。

予算に限りがあるなかで、どのように配分が行われる予定
か。

１

地域医療介護総合確保基金と病床数適正化支援事業は併給可としている。また、病
床数適正化支援事業は予算額を超過した要望が見込まれ、計画額通り交付できない
可能性があるため、基金においては、取り下げをせずに活用いただきたい。

地域医療構想に係る医療機関の単独再編に際して、令和６
年度の基金を用いることとし、地域医療構想調整会議で協
議しているが、本補正事業があるため、基金の申請を全額
取り下げて、補正を活用するのは可能か。

２

介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床は支給対象外とする。介護医療院または老健施設等への転換は対象となるか。３

令和７年９月末※調整中までに削減を行った病床が対象となる。ただし、その場合で
あっても都道府県が設定する提出日までに、都道府県へ事業計画の提出を行ってい
る必要がある。

病床の削減をいつまでに実施すれば対象になるか。４

有床診療所から無床診療所への変更は、入院医療を継続するものではないことから
支給対象外とする。

削減の結果、有床診療所から無床診療所となる場合は、対
象になるか。

５

令和７年９月末※調整中時点において廃院する医療機関は支給対象外とする。「廃院」に伴い削減する病床は支給対象になるか。６

回答質問

原則として、１床あたりの単価は引き下げずに交付いただく必要がある。要望額どおりに交付されなかった場合に１床あたりの単価
を引き下げて交付しても構わないか。

１

経営が赤字であって既に病床削減を行っている医療機関等においては、経営に支障
を来す恐れがあり緊急性を要します。そのため、そのような事情を配慮して、特に
当該医療機関に対しては最大限に速やかに給付金を給付し、早期執行をお願いした
い。
※病床削減とは医療法上における、病院（診療所・助産所）開設許可事項一部変

更届（病室の病床数の減少）を行うこと。

医療機関への給付金の支給については、対象期間である令
和７年９月末※調整中まで全ての病床削減を待った上で行う
のか。

２

【都道府県向け】

【医療機関向け】
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